
事業の承継・見直しの枠組み

 【平成１９年度】 【平成２０年度～現在】 （今後）

緑資源幹線林道事業

(独)緑資源機構

(独)森林総合研究所

森林農地整備センター

独法が行う事業としては廃止
※地方公共団体の判断により必要な区間について国の補助事業として実施

平成20年4月１日解散
(各事業は以下のように取り扱い)

水源林造成事業

特定中山間保全整備事業

農用地総合整備事業

(独)国際農林水産業研究センターが承継

水源林造成事業

特定中山間保全整備事業

農用地総合整備事業

海外農業開発事業

林道事業の債権債務管理等を承継

現在実施中の区域の完了をもって廃止

当面、森林総合研究所において実施し、将来

の実施主体について検討

事業の廃止・縮小に応じて必要最小限の実施体制に縮減


